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平成３０年５月１１日，「働き方改革」をテーマに、
第２４回ブナ森セミナーを開催しました。本セミ
ナーでは、「働き方改革」の概要について触れた後、
改正の２大柱である、労働時間の上限規制や同一労
働同一賃金について解説しました。

　　     同一労働・同一賃金関係

改正の概要

① 均等処遇・均衡処遇の適用対象拡大（条文  
    の整理）
改正法は、有期雇用労働者についても、均等処遇・
均衡処遇の適用対象とします。
すなわち、通常の労働者と①職務内容，②職務内容・
配置の変更範囲が同一であるパートタイマー・有期
雇用労働者（以下「非正規社員」といいます。）に
ついては、「差別的取り扱いの禁止」の対象となり
ます（パートタイム労働法９条）。
さらに、通常の労働者と非正規社員間の不合理な待
遇差が禁止されます（パートタイム労働法８条）。

② 待遇差等の説明
    （パートタイム労働法１４条）
本改革の画期的な施策として挙げられるのが、同法
１４条の待遇差の説明等です。これは、有期雇用労
働者についても説明義務の対象者としたうえで、不
合理な待遇の禁止に関する８条について、事業主に
対し、非正規社員からの求めがあるときには、「通
常の労働者」との間の「待遇の相違の内容及び理由」
等を説明することを義務付けるものです（パートタ
イム労働法１４条２項）。説明を求めたことを理由
とする不利益取り扱いは禁止されます（同法同条３
項）。

労務管理上の対応について

① はじめに（不合理性の判断について）
上記のうち、紛争になりがちなものとしては、「不
合理な待遇差の禁止」と考えられます（パートタイ
ム労働法８条）。
どの程度の差異が「不合理」といえるかは、個々の
待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切
と認められる事情を考慮して判断します。その際に
は、㋐職務内容、㋑職務内容・配置の変更範囲、㋒
その他の事情を考慮します。
以下、具体的な労務管理上の対応に関する一案をお
示ししたいと思います。

②現状の待遇差の分析
まず、正社員と非正規社員との間に、個々の待遇差
ごとに、どのような差異があるか確認します。その
際には、相互に関連性のある手当がある場合にはそ
れらがどのような関係にあるのか、特定の手当てが
どのような経緯を踏まえて支給されるようになった
か、手当ての支給が開始された後にその内容に変更
があるか、その内容はどのように変更されたのか等
を確認しておきます。

③待遇差の整理と各待遇の趣旨・目的の客観 
  的な検討
その上で、正社員に支給されている個々の待遇につ
いて、支給要件や内容から、どのような趣旨・目的
に基づき支給されているのかを整理します。そして、
当該趣旨・目的が、非正規社員に対しても同様に及
ぶものかを客観的に検討します。

『働き方改革』をつかむ
　～働き方改革は，何を
　「改革」するのか～
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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
（いわゆる，パートタイム労働法）

第８条　均衡待遇規程
　①職務内容，②職務内容・配置の変更範囲，③その他の

事情を総合的に考慮して，通常の労働者との待遇差が
不合理であってはならない。

第９条　均等待遇規定
　①職務内容が同一，かつ，②職務内容・配置の変更の

範囲が雇用の全期間において同一と見込まれる場合，
通常の労働者との待遇差があってはならない。
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1. はじめに
　
　２０２１年１２月２日、「職場における LGBT」をテー
マに、第３６回ブナの森セミナーを開催いたしました。
LGBT は、もうすでに社会に十分浸透した言葉、概念
であり、決して目新しいものではありません。しかし、
LGBT 当事者に対するケアはまだまだ十分ではありま
せん。
　そこで、今回のセミナーでは、職場という場面にお
いて、LGBT 当事者へどのように向き合っていけばい
いのか、どのような法的リスクがあるのかという点に
ついて、裁判例やケーススタディを交えながら解説を
行いました。
　以下では、本セミナーの内容を一部ご紹介します。

2. LGBT を取り巻く環境
　

（1）数的割合

　LGBT という言葉自体を目にすることは多いですが、
実際、自分が LGBT だと認識している人はどのくらい

いるのでしょうか︖実は、２０１８年の調査では８．
９％、２０１９年の調査では１０．０％の人が、自分
は LGBT だと回答しているのです。いずれも広告代理
店の調査によるものではありますが、１０人に１人が
自分は LGBT だと回答しているという結果について、
意外と多いなと感じた方もいらっしゃるのではないで
しょうか。
　

（2）法制度と自治体の動き

　現在、日本では、LGBT への差別の禁止を明記した
法律はありません。同性婚についても、未だ法整備に
は至っていません。戸籍上の性別については、性別適
合手術の実施等を含む厳格な要件をクリアすれば変更
出来るようになっています。
　他方で、地方自治体では、差別禁止を明記した条例
や同性カップルの公証制度が定められたり、性別欄の
ない印鑑登録証明書の発行、職員採用試験での性別申
出の任意化、同性カップルの区営住宅への入居可能化
などの対応が行われつつあります。

（３）経済界の対応

　このように、LGBT への対応を積極的に検討してい
こうという動きが全国的に広まっている中で、各企業
においても LGBT への対応の必要性は日々高まってい
ます。この点、経団連の提言や東京証券取引所のコー
ポレートガバナンス・コード、SDGｓ等において、
LGBT への適切な理解、知識の共有、取り組みの推進
を促すための提言がなされています。

（４）具体的な取り組み例

　ただ、あくまで、各企業においての対応策について
は、その業種や特性に応じて、各企業自らが指針を立
て、取り組みを実施していかなければなりません。具
体的に行われている取り組みとしては、性的指向に基
づくハラスメント等の禁止の社内規定への明記、福利
厚生・介護育児休暇の適用範囲拡大、社内相談窓口の
設置、性別を問わないトイレの設置等の職場環境の整
備、採用活動において性別記載を任意とする等の配慮
など、多岐にわたります。

3. 法的な考え方

　企業内では、従業員の身体的な性別と自認する性別
との不一致によって、当該従業員の要望と他の従業員
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や顧客、企業自身の利益とが衝突することがあり得
ます。
　例えば、店頭でお客様対応をしている男性社員が、
女性社員の制服を着て髪型や化粧も女性的にしてお
客様対応をしたいと申し出たのに対し、お客様が違
和感を抱くのでバックオフィスに配置転換してもよ
いか、といったケースや、身体的には男性の社員が
女性トイレを使用したいと申し出たのに対し、女性
社員が不安がっているので認めないべきか、といっ
たケースが考えられます。
　裁判所は、このようなケースでは、当該社員の人
格的利益に関わる重要な問題であるため、当該社員
との間で十分な協議を行っているかどうか、業務上
の必要性はあるかどうか、当該社員と他の社員やお
客様の受ける不利益はどの程度か、といった観点か
ら慎重に検討しており、会社の判断が権利濫用で無
効とされた事案はいくつもあります。
　また、「アウティング」が問題となることもありま
す。アウティングとは、本人の承諾なく本人が公表
していない性的指向や性自認を第三者に公表するこ
とを意味します。人格権やプライバシー権を直接侵
害する行為となるため、業務上の必要性が極めて高
いケースでなければ認められないものと思われます。
また、仮に認められても、情報開示の内容及び対象
は必要最低限の範囲に限られることとなり、会社に
は極めて慎重な対応が求められます。

4. さいごに

　このように、LGBT の職場環境に関しては、様々
な課題が存在しています。会社ごとのリソースの限
界や業務内容からくる制約などももちろんあります
が、そのような制約のなかでも、属性によって一括
りにすることなく、LGBT 当事者にまずは寄り添い、
出来る限りの対応策を当事者と一緒に考えていくこ
とが大切です。
　本セミナーには、多数の皆様にご参加を頂き、「職
場における LGBT」に対する皆様の関心の高さがう
かがえました。
　次回も、多くの皆様のご参加をお待ちしています。

　　　


